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○所沢市育英奨学条例施行規則 

平成21年４月１日規則第21号 

改正 

令和３年３月22日規則第８号 

所沢市育英奨学条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、所沢市育英奨学条例（昭和25年告示第14号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。 

（申請手続） 

第３条 奨学金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 育英奨学金支給申請書（様式第１号） 

(２) 育英奨学金奨学生推薦書（様式第２号） 

(３) 成績証明書 

(４) 誓約書（様式第３号） 

(５) 申請者の世帯に属する者の所得を証明する書類。ただし、あらかじめ当該内容

を確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。 

（奨学金受給者の決定） 

第４条 市長は、前条の書類を受理したときは、支給の可否を決定し、育英奨学金支給

（不支給）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（奨学金の支給） 

第５条 奨学金の支給を決定したときは、申請の日の属する月の翌月分から支給するも

のとする。 

（異動の届出） 

第６条 奨学金受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに書面により

市長に届け出なければならない。 

(１) 条例第２条第１項の規定による資格要件を欠くに至ったとき。 

(２) 申請の内容に変更があったとき。 
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(３) 休学の事由が発生したとき。 

(４) 奨学金の支給を辞退しようとするとき。 

２ 保護者は、奨学金受給者が死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならな

い。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に所沢市育英奨学条例施行規則

等を廃止する規則（平成21年教育委員会規則第１号）による廃止前の所沢市育英奨学

条例施行規則（昭和45年教育委員会規則第１号）第２条の規定により申請書の提出を

し、施行日において支給の可否の決定がされていない申請は、この規則第３条の規定

による申請とみなす。 

附 則（令和３年３月22日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、

この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
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様式第１号 
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様式第２号 
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様式第３号 
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様式第４号 

 


